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社団法人 計測自動制御学会 倫理綱領・行動規範(案) 
 

【倫理綱領】  

社団法人計測自動制御学会会員（以下会員）は，真理の探究と未踏分野の開拓によって科学と技術の革新を生み，社会

と人の活動を支え，人類の幸福と社会の発展に貢献出来ることを誇りとする．会員は，社会に対する役割と責任の大な

ることを深く認識し，名誉と尊厳を抱いて誠実に行動し，自己の専門的能力，技芸および人格を磨き上げるとともに，

人類の安全，健康と福祉の向上，人類と自然環境との共生社会の実現にむけて尽力する．このために正直で偏らないよ

うに努め，法令を遵守し良心に従い行動する．社団法人計測自動制御学会も，その社会的役割を自覚し，公益性を優先

する立場で，会員の支援を通じて使命を遂行する．これらの目標を達成するため，行動規範をここに定め，専門家とし

ての威信と社会的信頼感を高めるように精励努力する． 

 

【行動規範】  

１．（責任） 会員は，自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し，さらに自らの専門知識，技術，経験

を活かして，人類の健康と福祉，社会の安全と安寧，そして地球環境の持続性に貢献する．技術が危険性を誘起する場

合には安全確保第一に徹し，情報公開の原則のもと，社会的安心感の醸成に努める． 

 

２．（行動） 会員は，科学技術の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し，常に正直，誠実に判断

し，行動する．また，研究によって生み出される知の正確さや正当性を，科学的に示す最善の努力をすると共に，会員

コミュニティ，特に自らの専門領域における会員相互の評価に積極的に参加する．また，会員は，自己の能力を認識し，

その行為が社会に危害を及ぼすことがないようにする． 

 

３ （自己の研鑽） 会員は自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めると共に，科学技術と社会・自然環境の関係

を広い視野から理解し，常に最善の判断と姿勢を示すように弛まず努力する． 

 

４ （説明と公開） 会員は，自らの学会活動に関与する研究の意義と役割を可能な範囲で公開し，積極的に説明し，そ

の研究が人間，社会，環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し，その結果を中立性・客観性をもって公表する

と共に，社会との建設的な対話を築くように努める． 

 

５ （研究活動） 会員は，自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において，本規範の趣旨に沿って誠

実に行動する．研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し，ねつ造，改ざん，盗用などの不正行為を為さず，

また加担しない． 

 

６ （研究環境の整備） 会員は，責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの

重要な責務であることを自覚し，会員コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に積極的に取り組む．ま

た，これを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努める． 

 

７ （法令の遵守） 会員は，研究の実施，研究費の使用等にあたっては，法令や関係規則を遵守する． 

 

８ （研究対象などへの配慮） 会員は，研究への協力者の人格，人権を尊重し，福利に配慮する．動物などに対しては，

真摯な態度でこれを扱う． 

 

９ （他者との関係） 会員は，他者の成果を正当に評価すると同時に，自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け，

誠実な態度で意見を交える．他者の名誉や知的財産権を尊重する． 

 

１０ （差別の排除） 会員は，学会活動において，人種，性，地位，思想・宗教などによって個人を差別せず，科学的

方法に基づき公平に対応して，個人の自由と人格を尊重する． 

 

１１ （利益相反） 会員は，自らの研究，審査，評価，判断などにおいて，個人と組織，あるいは異なる組織間の利益

の衝突に十分に注意を払い，公共性に配慮しつつ適切に対応する． 

® 
計測自動制御学会(SICE) 会員のみなさんへ 

 

今、新公益社団法人への移行を含めた新しい時代の学会への変革が社会的に要請されています。その一環

として．学会の事業と活動において公正な公益性を確保するための倫理綱領・行動規範が不可欠です。2008

年 2月の第47回総会での承認と制定を目指しています。本日以降、その案文をご提示し、広く会員のみなさ

んのご意見を反映してまいりたいと思います。ご意見を、SICE 事務局（E-mail: office_riji@sice.or.jp / 

FAX: 03-3814-4669）までお寄せ下さい 

2007年 9月19日 SICE倫理綱領・行動規範策定委員会 
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平 20（2008）．2（制定予定） 
 

社団法人 計測自動制御学会 倫理委員会に関する規程（案） 

 
(設置) 
第 1 条 計測自動制御学会（以下 学会）が定める「倫理綱領・行動規範」に沿った学会活動を通じて、

学会が社会の信頼と期待を負託された技術者集団として発展するため，理事会の管下に「計測自動制御

学会 倫理委員会」（以下 委員会）を設置する。 
 
(委員会の目的) 
第 2 条 委員会は、学会が定める「倫理綱領・行動規範」を評価し、継続的な改善・自己点検を行い，

周知・啓発により「倫理綱領・行動規範」が会員の理解と支持を得ること、および，会員の「倫理綱領・

行動規範」遵守のために必要な運用活動を行うことを目的とする． 
 
(構成) 
第 3 条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する．任期は原則として１年とする．ただし，再

任を妨げない． 
1. 委員長 1 名 
2. 幹事 2 名以内 
3. 委員  会員中より 15 名以内（論文集委員会，会誌編集委員会，産業論文委員会，英文論文集

委員会，事業委員会，会員・広報委員会からのメンバーを含む） 
4．事務局長 

 
(任務) 
第 4 条 委員会は以下のことを行う。  

1. 「倫理綱領・行動規範」を評価し、継続的な改善・点検を行う． 
2. 「倫理綱領・行動規範」を会員への周知（公表）する． 
3. 「倫理綱領・行動規範」に関する教育・研修・啓発を行う． 
4. 「倫理綱領・行動規範」に反する行為と考えられる事例を収集・整理する． 
5. 「倫理綱領・行動規範」に反する行為に関する対応措置制度の点検・改善案の立案，並びに具

体的な対応措置の実施を行う． 
6. その他「倫理綱領・行動規範」遵守のための活動を行う． 

 
(権限・運用) 
第 5 条 委員会は，会員の学会活動を通して発生した「倫理綱領・行動規範」に関わる特定の事項につ

いて委員会内に「倫理予備委員会（時限）」を発足させ調査・報告を要請することができる．また、必

要に応じて他の組織に調査・報告・支援を要請することができる。 
２． 委員会は，必要と求めた場合には，委員以外の者の出席を求めてその意見を聞くことができる． 
３． この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関して必要な事項は，委員会において定める． 
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(機密の保持) 
第 6 条 委員は、その活動で知り得た情報を、他に漏らしてはならない。また、それらの情報を個人的

な目的のために使用してはならない。 
 
第７条 本規程の改廃は，理事会の議を経るものとする． 
 
付則 
１．この規程は 2008 年 2 月 21 日から施行するものとする． 

以上 
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平 20（2008）．2（制定予定） 
 

社団法人 計測自動制御学会 会員の不正行為の調査・審理に関する細則(案) 

 
(総則) 
第１条 会員の学会活動に関する不正行為の調査・審理については，定款，委員会規程，委員会規程内

規等に定めるもののほか，この細則の定めるところによる． 
 
(目的など) 
第２条 この細則は，会員に「倫理綱領・行動規範」に違反する不正行為の疑いが生じた場合の取り扱

いについて定める．会長，倫理委員会委員長が，当事者（申し立て者，被申し立て者など関係が生じて

いる者）となった場合には，次の職責の者（副会長など）が代行する． 
 
(倫理予備委員会（時限）） 

第３条 会員の行為が「倫理綱領・行動規範」に違反するのではないかとの申し立てがあった場合，倫

理委員会は当該申し立てを会長宛の文書として受付ける．倫理委員会委員長は，委員会内に倫理予備委

員会（時限）（以下「予備委員会」という）を設置する（倫理委員会に関する規定第５条に基づく）． 

２．予備委員会は関係資料を調査し，必要に応じて関係者の意見を聴取する． 

３．予備委員会はその行為が「倫理綱領・行動規範」の違反に相当するか否か，申し立てを正式の調査・

審理に進めるべき根拠があるか否かを，申し立てから20日以内に判定し，倫理委員会委員長を経て，会

長に報告する． 

４．予備委員会が正式の調査・審理の必要の有無を判断した場合，会長は報告を受けて速やかにその決

定を申し立て者に通知する． 

 
(倫理審理委員会（時限）) 

第４条 第３条第４項により正式の調査・審理が必要であると予備委員会が判断した場合には，会長は

倫理審理委員会（時限）（以下「委員会」という）を設置する． 

２．委員会は委員長および委員５名以内で構成する．委員長は倫理委員会の推薦に基づいて会長が指名

し，委員は会長と委員長が相談のうえ決定する．また，委員は非会員であってもよい．委員長および委

員は会長が委嘱する． 

３．委員会の委員長および委員の任期は，当該の申し立てに関する処置が終了するまでの期間とする． 

４．委員会は，関係資料の提出請求・調査を行い，また申し立て者，被申し立て者，および参考人から

事情聴取を行うことができる． 

５．被申し立て者は，委員会に意見を述べることができる． 

６．委員会はこれらに基づき「倫理綱領・行動規範」への違反の有無，責任の所在，その重大さ等につ

いて判定し，その結果を会長に報告し，必要があれば処分について勧告する．会長への報告は委員会発

足から30日以内に行うものとする． 

７．会長はこの報告に基づいた決定を申し立て者および被申し立て者に文章で速やかに通知する． 
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(異議申し立て・倫理再審理委員会（時限）) 

第５条 被申し立て者は，決定に対する異議を文書で理由を付し会長に申し出ることができる．ただし，

異議申し立ては通知後30日以内とする． 

２．異議申し立てがあった場合，会長は必要に応じて倫理再審理委員会（時限）（以下「再委員会」と

いう）を設置する．また，再審理が開始したことを，申し立て者，被申し立て者に通知する． 

３．再委員会は委員長および委員５名以内で構成する．委員長および委員は会長が直接指名し，会長が

委嘱する．委員は非会員であってもよい． 

４．再委員会の委員長および委員の任期は，当該の申し立てに関する処置が終了するまでの期間とする． 

５．再委員会は，関係資料の提出請求・調査を行い，また申し立て者，被申し立て者，および参考人か

ら事情聴取を行う． 

６．被申し立て者は，再委員会に意見を述べることができる． 

７．再委員会はこれらに基づき「倫理綱領・行動規範」への違反の有無，責任の所在，その重大さ等に

ついて判定し，その結果を会長に報告し，必要があれば処分について勧告する．会長への報告は再委員

会発足から30日以内に行うものとする． 

８．会長はこの報告に基づいた最終決定を申し立て者および被申し立て者に文章で速やかに通知する． 

 

(処分) 

第６条 処分の種類は，文書による警告，会員資格（論文誌などへの投稿，主催・共催学会での発表）

の一時停止，除名（定款第16条に基づく），その他とする． 

 

(被申し立て者および申し立て者） 

第７条 調査・審理・再審理の結果，被申し立て者に不正行為が存在しなかったことが確認された場合

には，被申し立て者の研究活動の正常化及び名誉回復のために，十分な措置をする． 

２．不正行為に関する申し立て者及び調査協力者に対しては，申し立てや状況提供を理由とする不利益

を受けないように十分な配慮を行う． 

３．悪意により虚偽の申し立てを行った者については，「倫理綱領・行動規範」に照らして必要な措置

を講ずる． 

 

(守秘義務） 

第８条 予備調査，審理，および再審理に関わった者は，その活動で知り得た情報を，他に漏らしては

ならない．また，それらの情報を個人的な目的のために使用してはならない． 

 

(審理の結果の公開） 

第９条 会長は，審理，再審理の結果を適切な形で公開する． 

 
第 10 条 本細則の改廃は，理事会の議を経るものとする． 
 
付則 
１．この細則は 2008 年 2 月 21 日から施行するものとする． 

以上 



IT

( ) ( )

( )

( )

③倫理審理委員会（時限）

④倫理再審理委員会（時限）

①倫理委員会

②倫理予備委員会（時限）


